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令和３年度涌谷町人事行政の運営等の状況について 

 

地方公務員法第５８条の２、第５８条の３及び涌谷町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定

により、次のとおり公表する。 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

（１） 令和３年度採用者 

区分 採用者数 

一般行政職 ２人 

医療職 ９人 

労務職 ０人 

合  計 １１人 

 

（２） 令和３年度退職者 

区分 退職者数 

一般行政職 ５人 

医療職 １０人 

労務職 ０人 

合  計 １５人 

 

（３） 退職者の状況 

退 職 

事 由 

定 年 

退 職 

勧 奨 

退 職 

普 通 

退 職 

死 亡 

退 職 

再任用 

職員任 

期満了 

懲 戒 

免 職 
計 

人数 ５人 ０人 ５人 ０人 ５人 － １５人 

 

（４） 部門別職員数の状況（各年４月１日現在） 

区 分 

部  門 

職  員  数 （人） 

令和２年 令和３年 対前年増減数 

一 

般 

行 

政 

部 

門 
議  会 ４人 ４人 ０人 

総  務 ３９人 ３８人 △１人 

税  務 ９人 １１人 ２人 

労  働 ０人 ０人 ０人 

農  水 １２人 １２人 ０人 

商  工 ４人 ２人 △２人 

土  木 ８人 ８人 ０人 

民  生 ２８人 ２９人 １人 

衛  生 １０人 １２人 ２人 

小  計 １１４人 １１６人 ２人 

特別行政 教  育 ４１人 ３９人 △２人 

普 通 会 計 合 計 １５５人 １５５人 ０人 

公
営
企
業
等 

病  院 １２０人 １１３人 △７人 

水  道 ６人 ５人 △１人 

下 水 道 ３人 ３人 ０人 

そ の 他 ５０人 ４６人 △４人 

小  計 １７９人 １６７人 △１２人 

合  計 ３３４人 ３２２人 △１２人 

  ※ 職員数は、地方公務員の身分を有する休職者・派遣職員を含み、特別職（町長・議員など）、臨時・

非常勤職員、短時間勤務の再任用職員及び会計年度任用職員は含みません。 
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２ 職員給与の状況 

 （１） 人件費の状況（令和３年度一般会計決算） 

支出総額（Ａ） 人件費（Ｂ） 人件費率（Ｂ/Ａ） 

８，３４８，８７５千円 ９９９，１１８千円 １２．０％ 

 

（２） 職員給与費の状況（令和４年度一般会計予算） 

給  与  費 

給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 

５５０，７１０千円 ６６，５１６千円 ２０３，０１１千円 ８２０，２３７千円 

  ※ 給与費は当初予算に計上された正規職員の額です。また、職員手当に退職手当負担金及び児童手当は

含まれません。 

 

 （３） 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（令和３年４月１日現在） 

① 一般行政職 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国ベース） 

涌谷町 ４２．５歳 ２８９，９５９円 ３３７，７１５円 ３１８，７２２円 

宮城県 ４２．１歳 ３１８，６６８円 ４３１，５１７円 ３５４，８０７円 

国 ４３．０歳 ３２５，８２７円 － ４０７，１５３円 

 

② 技能労務職 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国ベース） 

涌谷町 ５３．５歳 ２７９，０８８円 ３０１，７９１円 ２９７，６３８円 

 
うち用務員 ５３．６歳 ２７４，２６７円 ２９７，４４９円 ２９４，８８９円 

うち自動車運転手 ５３．３歳 ２９３，５５０円 ３６２，８４２円 ３０５，８８４円 

宮城県 ５３．１歳 ３０９，９４４円 ３５１，６２３円 ３３０，６８８円 

国 ５０．９歳 ２８６，９４７円 - ３２８，６０３円 

 

 （４） 職員の初任給の状況（令和３年４月１日現在） 

区  分 涌谷町 宮城県 国  

一 般 

行政職 

大学卒 １８２，２００円 １８９，６００円 １８２，２００円 

高校卒 １５０，６００円 １５５，７００円 １５０，６００円 

 

 （５） 一般行政職の級別職員数の状況（令和３年４月１日現在） 

  行政職給料表 １１１人 

等級 職制上の段階 職員数 構成比 

１級 
主事・技師・社会福祉士・介護福祉士・保育士・児童厚生

員・教諭（以下「主事等」という。） 
１８人 １６．２％ 

２級 高度の知識又は経験を必要とする職務を行う主事等・主任 ２７人 ２４．３％ 

３級 主査・主任主査・副班長 ２３人 ２０．７％ 

４級 課長補佐・主幹・班長 ２７人 ２４．３％ 

５級 
会計管理者・課長・職務の複雑、困難及び責任の度がこれ

と同程度のものとして長が規則で定める職 
１４人 １２．６％ 

６級 

会計管理者・困難な業務を所掌する課長・参事・職務の複

雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規

則で定める職 

２人 １．８％ 
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  医療職給料表（１） ５人 

等級 職制上の段階 職員数 構成比 

１級 医療業務を行う職 １人 ２０．０％ 

２級 
科長・職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のも

のとして長が規則で定める職 
１人 ２０．０％ 

３級 
部長・職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のも

のとして長が規則で定める職 
２人 ４０．０％ 

４級 
副センター長・職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同

程度のものとして長が規則で定める職 
１人 ２０．０％ 

５級 
センター長・職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程

度のものとして長が規則で定める職 
０人 ０％ 

 

  医療職給料表（２） ３４人 

等級 職制上の段階 職員数 構成比 

１級 

栄養士・診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作

業療法士・言語聴覚士・歯科衛生士(以下「診療放射線技

師等」という。) 

１人 ２．９％ 

２級 
薬剤師・困難な業務を行う栄養士・困難な業務を行う診療

放射線技師等・主任 
１７人 ５０．０％ 

３級 
困難な業務を行う薬剤師・職務の複雑、困難及び責任の度

がこれと同程度のものとして長が規則で定める職 
９人 ２６．５％ 

４級 
室長・職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のも

のとして長が規則で定める職 
５人 １４．７％ 

５級 
部長・職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のも

のとして長が規則で定める職 
２人 ５．９％ 

６級 
技術参事・職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度

のものとして長が規則で定める職 
０人 ０％ 

 

  医療職給料表（３） ８９人 

等級 職制上の段階 職員数 構成比 

１級 准看護師 ２人 ２．２％ 

２級 
困難な業務を行う准看護師・保健師・助産師・看護師・主

任 
５８人 ６５．２％ 

３級 

師長・職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のも

のとして長が規則で定める職・困難な業務を行う保健師、

助産師、看護師 

２３人 ２５．８％ 

４級 
次長・職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のも

のとして長が規則で定める職 
３人 ３．４％ 

５級 
部長・職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のも

のとして長が規則で定める職 
２人 ２．２％ 

６級 
副センター長・職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同

程度のものとして長が規則で定める職 
１人 １．１％ 

 

（６） 職員手当の状況（令和３年度支給割合） 

区分 支給内容 国 

期末手当 

勤勉手当  

期末手当   勤勉手当 

６月期 １．２７５月分 ０．９５月分 

１２月期 １．２７５月分 ０．９５月分 

合  計 ２．５５月分  １．９０月分 

同じ 
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区分 支給対象地域 仙台市・富谷市 多賀城市 名取市・利府町 

地域手当 

支給率 ６％ １０％ ３％ 

支給対象職員 ２人 ０人 ０人 

一人当たりの平均支給年額 １７６，０００円 ０円 ０円 

 

特殊勤務手当 

支給対象職員１人当たり平均支給年額（令和３年度一般会計決算） ３，０６３円 

一般行政職員に支給される手当 
防疫作業手当 

環境衛生手当 

涌谷町国民健康保険病院事業に従事する職員に支給される手当 

研究手当 

地域活動手当 

麻酔手当 

夜間看護手当 

夜間介護手当 

待機手当 

 

時間外勤務手当 
支給総額（令和３年度一般会計決算） ２１，６８１千円 

職員一人当たり平均支給額 １４２千円 

 

区分 支  給  内  容 国 

退職手当 

支給率        自己都合       定年・勧奨 

勤続２０年 １９．６６９５月分 ２４．５８６８７５月分 

勤続２５年 ２８．０３９５月分 ３３．２７０７５ 月分 

勤続３５年 ３９．７５７５月分 ４７．７０９   月分 

最高限度額 ４７．７０９ 月分 ４７．７０９   月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特別加算（２％～４５％加算） 

同じ 

 

区分 支給内容 

扶養手当  

１． 配偶者                 ６，５００円 

２． 子１人につき             １０，０００円 

３． 配偶者及び子以外の扶養親族１人につき  ６，５００円 

※ 満１５歳に達する日後の最初の４月１日から満２２歳に達する日以後の最初の３

月３１日までの間にある子１人につき５，０００円を加算 

住居手当 

貸家・借間に居住している職員 

 ａ） 月額１６，０００円を超え２７，０００円以内の家賃の場合 

家賃－１６，０００円 

 ｂ） 月額２７，０００円を超える家賃の場合 

（家賃－２７，０００）×１／２＋１１，０００円で２８，０００円を限度 

通勤手当 

１．交通機関など利用者 

  運賃等相当額を支給単位期間（定期券は通常６ヶ月）の月数で除して得た額（限

度額５５，０００円） 

２．交通用具の使用者（自動車の場合） 

  使用距離（片道２ｋｍ以上）により、２，０００円～３１，６００円 

寒冷地手当 

１１月から翌年３月までの期間 

１．世帯主で扶養親族のある職員 １７，８００円 

２．世帯主で扶養親族のない職員 １０，２００円 

３．その他の職員         ７，３６０円 
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３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

（１） 職員の勤務時間（令和４年４月１日現在） 

１週間の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間 

３８時間４５分 午前８時３０分 午後５時１５分 正午から午後１時まで 

  ※ 勤務する職場により、上記と異なる勤務形態をとっています。 

 

 （２） 年次有給休暇の取得状況（令和３年１月１日から令和３年１２月３１日まで） 

職員一人当たりの平均取得日数 取得率 

９．７日 ２５．０％ 

 

（３） 特別休暇制度の状況（令和３年４月１日現在） 

休暇の種類 休暇日数等 

有給 

公民権行使のための休暇 必要と認められる期間 

ボランティアのための休暇 ５日以内の期間 

公の職務執行のための休暇 必要と認められる期間 

骨髄液提供のための休暇 必要と認められる期間 

社会貢献活動のための休暇 １年につき５日の範囲内の期間 

結婚休暇 連続する７日以内で必要と認められる期間 

妊娠に起因する障害のための休暇 １０日以内で必要と認められる期間 

妊婦の通勤緩和のための休暇 １日１時間又は１日２回それぞれ３０分 

妊産婦の健康診査等のための休暇 必要と認められる期間 

妊婦の休息、捕食のための休暇 必要と認められる期間 

妊婦の母体等の健康保持のための休暇 １０日以内で必要と認められる期間 

出産休暇 

６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週

間）以内に出産する予定である場合には出産

日までの期間、出産した場合には、出産日の

翌日から８週間を経過する日までの期間 

育児時間休暇 １日１時間又は１日２回３０分以内の期間 

生理休暇 ２日以内の期間 

妻の出産休暇 ２日以内の期間 

子の予防接種のための休暇 必要と認められる期間 

子の看護のための休暇（特定休暇） １の年において５日の範囲内の期間 

忌引休暇 
死亡者の区分に応じ、１日から１０日の範囲

内の期間 

父母・家族の祭日（法要）のための休暇 １日以内 

夏季休暇 ３日以内で必要と認められる期間 

災害又は交通機関の事故等による休暇 必要と認められる期間 

結核性疾患罹患による勤務時間軽減のための

休暇 
必要と認められる期間 

教育を受けるための休暇 必要と認められる期間 

職務の遂行に必要な試験を受験するための休

暇 
必要と認められる期間 

国県等の表彰式に出席するための休暇 必要と認められる期間 

国県等の主催する運動協議会に参加するため

の休暇 
必要と認められる期間 

職務に関連する海外視察等に参加するための

休暇 
必要と認められる期間 

無給 介護休暇 
介護を必要とする一の継続する状態ごとに、

連続する６月の期間内 
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（４） 職員の休業に関する状況（令和３年度） 

区分 男性 女性 計 

育児休業者数 ０人 ７人 ７人 

部分休業者数 ０人 ０人 ０人 

計 ０人 ７人 ７人 

 

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況（令和２年度） 

（１） 分限処分者 

区  分 降任 免職 休職 降給 計 

勤務実績が良くない場合 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

心身の故障の場合 ０人 ０人 ７人 ０人 ７人 

職に必要な適格性を欠く場合 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた

場合 
０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

刑事事件に関し起訴された場合 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

条例で定めた事由による場合 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

 

（２） 懲戒処分者 

区  分 戒告 減給 停職 免職 計 訓告等 

法令に違反した場合 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあ

った場合 
０人 １人 １人 ０人 ２人 １人 

 

５ 職員の服務の状況（令和２年度） 

（１） 服務制度の概要 

服務の具体的内容 法の規程 違反者数 

服務の宣誓 地方公務員法第３１条 ０人 

法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 地方公務員法第３２条 ０人 

信用失墜行為の禁止 地方公務員法第３３条 ０人 

秘密を守る義務 地方公務員法第３４条 ０人 

職務に専念する義務 地方公務員法第３５条 ０人 

政治的行為の制限 地方公務員法第３６条 ０人 

争議行為等の禁止 地方公務員法第３７条 ０人 

営利企業等の従事制限 地方公務員法第３８条 ０人 

 

（２） 職員の営利企業等従事許可等に関する服務の状況 

営利企業等の従事の内容 許可件数 

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体の役員、顧問、

評議員及び当該会社、団体の重要方針決定に参画する上級職員の地位を兼ねる場合 
０人 

自ら営利を目的とする私企業を営む場合 ０人 

報酬を得て事業又は事務に従事する場合 ３人 

計 ３人 
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６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況（令和３年度） 

（１） 職員研修の実施状況 

研修区分 受講者数 研修内容等 

宮城県市町村職員研修所 
階層別研修 ２６人 勤続年数、職階による研修 

各種専門研修 １５人 専門知識及び技術等の習得のための研修 

職場内研修 ５人 新規採用職員研修 

その他の研修 ０人 民間研修 

計 ４６人  

 

 （２） 勤務成績の評定の状況  年２回、４月と１０月に実施 

 

７ 職員の福祉及び利益の保護の状況（令和３年度） 

（１） 職員の健康診断の状況（会計年度任用職員を含む） 

区  分 受診数 内容等 

総合健康診断（人間ドック） ７７人 ４０歳以上の希望する職員の健康診断 

定期健診断 ３９０人 上記以外の職員の健康診断 

婦人科検診 
乳がん ４１人 

子宮がん ５５人 

３０歳以上の希望する職員の乳がん、子宮が

ん検診 

脳ドック ２４人 
４０歳以上の希望する職員の頭部МＲＩ、頭

部МＲＡ、頚部МＲＡ、頚椎МＲＩ検査等 

計（延べ人数） ５８７人  

 

（２） 公務災害補償制度の状況 

加入団体 
災害

件数 
災害の概要 

地方公務員災害補償基金 

宮城県支部 
３件 

グレーチングの隙間を直す際、間に指を挟め、右中指爪下血腫 

生薬畑の除草作業中、蜂に刺され、右手蜂刺症 

樹木伐採中、チェーンソーの刃が指に接触し、左第 2指挫滅創 

 

８ 公平委員会（宮城県人事委員会へ委託）の業務の状況（令和３年度） 

（１） 職員の勤務条件に関する措置要求の審査、判定及び必要な措置の状況 

  ア 件   数  ０件 

イ 事案の概要 

事案名 措置要求年月日 措置要求者 要求の概要 処理年月日及び処理経過等 

     

 

（２） 職員に対する不利益処分についての不服申し立てに対する裁決、決定の状況 

  ア 件   数  ０件 

イ 事案の概要 

 

 

 

 

（３） 管理職等の範囲の指定の状況 

  ア 管理職員等の範囲を定める規則による指定の有無  有り 

イ 管理職員等の範囲の変更等件数          ０件 

 

 

 

 

事案名 
不服申立 

年 月 日 
不服申立人 処分者 

処分の 

内 容 

処分 

理由 

処理年月日 

及び処理経過等 
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（４） 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に係る審査請求の状況 

  ア 件     数    ０件 

イ 審査請求の概要 

事案名 
審査請求

年月日 
審査請求人 

補償の 

実施機関 
審査請求の内容 

処理年月日 

及び処理経過等 

      
 


